
　

市
福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

申し込みは
こちら

政
府
主
催
の
慰
霊
巡
拝
者
を
募
集

　

慰
霊
巡
拝
を
行
う
戦
域
に
お
け
る

戦
没
者
の
配
偶
者
（
再
婚
し
た
者
を

除
く
）
、
父
母
、
子
、
兄
弟
姉
妹
、

孫
、
甥
、
姪
、
参
加
遺
族
（
子
・
兄

弟
姉
妹
）
の
配
偶
者
で
、
政
府
主
催

の
当
該
地
域
の
巡
拝
に
参
加
し
た
こ

と
が
な
く
、
健
康
状
態
が
良
好
な
人

が
対
象
で
す
。

※
厚
生
労
働
省
の
選
考
あ
り

問
合
先

　

福
祉
政
策
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

※
別
途
払
込
手
数
料
が
必
要

申
込
方
法　

６
月
23
日
㈪
ま
で
に
簡

易
書
留
で
郵
送
（
消
印
有
効
）

試
験
日
時

　

10
月
12
日
㈰

　

午
前
10
時
か
ら

※
会
場
は
未
定

※
詳
し
く
は
本
財
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

参
照

問
合
先

　

（
一
財
）
府
地
域
福
祉
推
進
財
団

　

☎
０
６（
６
７
６
３
）８
０
４
４

大
阪
府
居
宅
介
護
職
員
初
任
者

（
障
が
い
者
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
知

識
習
得
）
研
修　

受
講
者
を
募
集

　

障
が
い
者
（
児
）
が
安
心
し
て
利

用
で
き
る
適
切
な
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ

ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な

知
識
、
技
術
な
ど
が
習
得
で
き
ま
す
。

市
民
後
見
人
養
成
講
座

参
加
者
を
募
集

　

市
民
後
見
人
と
は
、
判
断
能
力
が

十
分
で
な
い
人
の
生
活
を
身
近
な
立

場
で
支
え
、
権
利
を
守
る
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
で
す
。

市
民
後
見
人
登
録
ま
で
の
流
れ

◦
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

◦
基
礎
講
習

◦
実
務
講
習

◦
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
習

◦
施
設
実
習

◦
市
民
後
見
人
バ
ン
ク
登
録

申
込
方
法

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
申
し
込
み

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

問
合
先　

府
社
会
福
祉
協
議
会
権
利

擁
護
推
進
室

　

☎
０
６（
６
７
６
４
）７
７
６
０

第
２８
回
府
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

　

介
護
支
援
専
門
員
実
務
研
修
受
講

希
望
者
へ
、
専
門
知
識
な
ど
を
有
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
試

験
で
す
。

　

介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
従
事
す

る
た
め
に
は
、
本
試
験
に
合
格
後
、

実
務
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
介
護

支
援
専
門
員
証
の
交
付
を
受
け
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

試
験
要
領
配
布
期
間

　

６
月
23
日
㈪
ま
で

配
布
場
所　

　

府
保
健
所
、
市
高
齢
福
祉
課
な
ど

受
験
資
格

　

国
家
資
格
な
ど
に
基
づ
く
業
務
と

相
談
援
助
業
務
の
う
ち
、
相
談
援

助
業
務
に
５
年
以
上
と
９
０
０
日

以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
人

費
用　

１
万
３
４
０
０
円

手
話
こ
れ
か
ら
講
座
受
講
生
募
集

　

指
文
字
か
ら
手
話
で
の
あ
い
さ
つ

や
自
己
紹
介
を
学
び
ま
す
。

と
き

　

７
月
19
日
㈯

　

午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分

と
こ
ろ

　

市
立
公
民
館

講
師　

門
真
市
身
体
障
害
者
福
祉
会

ろ
う
あ
部
会
、
門
真
市
手
話
サ
ー

ク
ル
「
く
す
の
木
」

対
象

　

市
在
住
の
小
学
３
～
６
年
生

※
保
護
者
の
同
伴
可

費
用　

無
料

申
込
期
間

　

６
月
２
日
㈪
～
７
月
11
日
㈮

申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
本
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
公
式
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
し
込
み

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

受
講
資
格　

府
在
住
、
在
勤
・
在
学

で
、
全
て
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
受

講
で
き
る
介
護
職
員
初
任
者
研
修

修
了
者
、
訪
問
介
護
員
（
２
級
）

養
成
研
修
修
了
者
ま
た
は
居
宅
介

護
に
従
事
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

人
費
用

　

４
０
０
０
円

申
込
方
法　

６
月
13
日
㈮
～
７
月
４

日
㈮
に
府
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申

し
込
み
ま
た
は
郵
送
（
必
着
）

研
修
期
間

　

７
月
22
日
㈫
～
10
月
17
日
㈮

問
合
先

　

〒
５
３
７
︲
０
０
２
５

　

大
阪
市
東
成
区
中
道
１
︲
３
︲
59

　

盲
ろ
う
者
等
社
会
参
加
支
援
セ
ン

タ
ー

　

☎
０
６（
６
７
４
８
）０
５
８
８

　

FAX
０
６（
６
７
４
８
）０
５
８
９

と
き　

７
月
10
日
㈭
～
23
日
㈬

と
こ
ろ　

都
市
政
策
課

　

（
市
役
所
別
館
２
階
）

提
出
方
法　

７
月
30
日
㈬
ま
で
に
持

参
ま
た
は
郵
送
（
必
着
）

◆
門
真
市
都
市
計
画
公
聴
会

と
き　

７
月
29
日
㈫
午
後
２
時
か
ら

と
こ
ろ　

第
３
会
議
室

　

（
市
役
所
別
館
３
階
）

申
込
方
法

　

７
月
10
日
㈭
～
７
月
24
日
㈭
に
公

述
希
望
者
は
公
述
申
出
書
を
、
傍

聴
希
望
者
は
傍
聴
申
出
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
う
え
、
直
接
、
郵

送
ま
た
は
メ
ー
ル

※
公
述
申
出
希
望
者
が
い
な
い
場
合

は
開
催
な
し

※
意
見
を
述
べ
る
場
で
あ
り
、
説
明

会
で
は
あ
り
ま
せ
ん

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

門
真
市
役
所
「
都
市
政
策
課
」

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
３
８

　

 tos02@city.kadoma.osaka.jp

都
市
計
画
に
関
す
る

説
明
会
・
公
聴
会

◆
説
明
会

と
き　

６
月
28
日
㈯

　

午
前
10
時
30
分
か
ら

※
事
前
申
込
不
要

と
こ
ろ

　

市
立
公
民
館

内
容

　

都
市
計
画
を
定
め
る
石
原
町
、
中

町
、
柳
町
、
新
橋
町
の
各
一
部
の

区
域

◦
都
市
計
画
公
園
の
変
更

◦
都
市
計
画
道
路
の
変
更

◦
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
変

更
◦
地
区
計
画
の
変
更

◆
地
区
計
画
の
縦
覧
・
意
見
書
の
提

出

カ
ド
マ
と
タ
ク
ミ
ｖ
ｏ
ｌ
．
２7

　

カ
ド
マ
の
魅
力
を
発
信
す
る
マ
ル

シ
ェ
を
開
催
し
ま
す
。

と
き

　

６
月
14
日
㈯

　

午
後
５
時
～
９
時

と
こ
ろ　

ト
ラ
イ
ア
ル
パ
ー
ク

※
雨
天
中
止

問
合
先　

地
域
整
備
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
５
６
３

英
語
体
験
学
習
の

参
加
者
募
集

　

７
月
に
追
手
門
学
院
大
学
で
英
語

体
験
学
習
を
実
施
し
ま
す
。

と
き

　

７
月
12
日
㈯

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

と
こ
ろ

　

追
手
門
学
院
大
学

集
合
場
所

　

門
真
市
役
所

※
参
加
す
る
児
童
、
生
徒
は
大
型
バ

ス
で
送
迎

内
容

　

大
学
生
や
留
学
生
と
英
語
を
使
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

を
実
施

対
象

　

市
内
中
学
校
１
～
３
年
生
、
市
内

小
学
校
５
・
６
年
生

申
込
方
法

　

学
校
か
ら
配
信
さ
れ
た
メ
ー
ル
・

チ
ラ
シ
か
ら
申
し
込
み

問
合
先

　

市
教
育
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
９
１
２

６
月
は
「
就
職
差
別
撤
廃
月
間
」

し
な
い　

さ
せ
な
い　

就
職
差
別

　

採
用
面
接
で
本
人
や
家
族
の
出
身

地
、
職
業
、
思
想
・
信
条
な
ど
を
質

問
す
る
こ
と
は
、
就
職
差
別
に
つ
な

が
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

　

就
職
の
機
会
均
等
を
保
障
す
る
こ

と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
ご
理
解
を
お

願
い
し
ま
す
。

相
談
・
問
合
先

　

府
雇
用
推
進
室

　

☎
０
６（
６
２
１
０
）９
５
１
８

相談窓口は
こちら

市役所の日曜相談窓口（６月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー ８日㈰・29日㈰
午前９時～正午

業�務内容　マイナンバーカードの交
付・再交付、電子証明書の発行・
更新、暗証番号の再設定・ロック
解除、マイナンバーに関する相談

※ 混雑時は待ち時間が発生する場合
あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

国民年金 29日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物　基礎年金番号通知書または

マイナンバーカードなど
※ 離職した人は離職票、代理申請は

委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

市税、国民健
康保険料、後
期高齢者医療
保険料、介護
保険料納付

29日㈰
午前９時～正午
※ 予約優先。市公

式LINEから予約
可。受付は２週
間前まで

持�ち物　運転免許証など本人確認が
できる物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

　里親制度は、子どもたち
にあたたかい家庭環境で育
つ機会を提供する制度です。
家庭で暮らすことができな
い子どもを一定期間、養育
する里親さんを募集してい
ます。
とき
◦里親制度の紹介…６月16日㈪～30日㈪、10月

１日㈬～14日㈫、８年２月12日㈭～25日㈬
※里親相談会については詳しくは里親支援セン

ターおひさまホームページ参照
ところ
　市役所別館１階
問合先
　社会福祉法人大阪水上隣保館里

親支援センターおひさま
　☎０７２（３８０）３４５５

里親になりませんか

詳しくは
こちら

市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

し
お
り
の
配
布
期
間

　

６
月
２
日
㈪
か
ら

配
布
場
所　

市
役
所
本
館
１
階
玄
関

宿
直
窓
口
、
別
館
１
階
受
付
、
南

部
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

申
込
方
法　

６
月
２
日
㈪
～
16
日
㈪

に
直
接
ま
た
は
郵
送（
消
印
有
効
）

※
詳
し
く
は
し
お
り
参
照

申
込
先
・
問
合
先

　

市
営
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
６
７
）８
７
９
９

教

育

ま
ち
づ
く
り

福

祉

人

権
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